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料京

詞
　
料

一
九
九
六
年
売
春
防
止
・
禁
止
法
（
タ
イ
）

は
し
が
き
・

東
南
ア
ジ
ア
刑
事
法
研
究
会

　
一
九
八
○
年
代
に
な
っ
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
子
ど
も
買
春

が
、
国
際
的
な
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
八
九
年
一
一
月
二
〇
日
に
国
連
で
採
択
さ
れ
た
「
子
ど
も
の
権

利
条
約
」
は
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
を
取
り
巻
く
現
状
を
ふ
ま
え
た

う
え
で
、
子
ど
も
の
人
権
を
保
障
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

　
一
九
九
一
年
に
始
ま
っ
た
国
際
的
な
N
G
O
、
E
C
P
A
T

（
国
忌
O
巨
α
牢
O
ω
葺
⊆
甑
O
つ
ぎ
〉
ω
冨
昌
↓
O
ξ
冨
ヨ
・
本
部
バ
ン
コ

ク
）
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
り
、
子
ど
も
買
春
の
実
態
が
少
し
ず
つ

明
ら
か
に
な
り
、
子
ど
も
の
救
済
を
含
め
、
各
国
で
、
国
内
外
に
お

け
る
子
ど
も
買
春
者
を
処
罰
す
る
た
め
の
法
制
定
が
進
ん
で
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
流
れ
を
受
け
て
、
タ
イ
政
府
は
一
九
九
四

年
八
月
、
＝
九
六
〇
年
売
春
禁
止
法
」
を
改
正
す
る
内
容
の
「
売
春

防
止
・
禁
止
法
」
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
一
度
廃
案
と
な
っ

た
が
、
新
た
な
「
売
春
防
止
・
禁
止
法
」
案
が
一
九
九
五
年
八
月
二

日
再
度
提
出
さ
れ
、
同
法
案
は
、
一
九
九
六
年
四
月
一
七
日
下
院
を

通
過
、
同
年
九
月
二
九
日
上
院
を
経
て
、
同
年
一
〇
月
一
四
日
に
国

王
の
承
認
を
得
て
、
コ
九
九
六
年
売
春
防
止
・
禁
止
法
」
と
し
て
、

同
年
一
〇
月
二
二
日
に
公
布
（
官
報
一
＝
二
巻
五
四
A
）
、
同
年
一

二
月
二
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　
同
法
の
主
な
改
正
点
は
、
以
下
の
五
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
売
春
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
経
済
的
ま
た
は
そ
の
他
の

利
益
を
得
る
た
め
に
、
み
だ
り
に
、
他
人
と
性
交
ま
た
は
そ
の
他
の

行
為
を
な
す
こ
と
を
受
諾
し
、
も
し
く
は
他
人
の
性
的
欲
求
を
満
た

す
た
め
に
何
ら
か
の
行
為
を
な
す
こ
と
」
（
四
条
一
項
）
と
し
、
経

済
的
利
益
に
限
ら
な
い
利
益
を
得
る
目
的
を
追
加
し
た
。

　
第
二
に
、
「
売
春
を
行
う
場
所
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
売
春
に
使

用
し
う
る
場
所
」
と
し
、
売
春
の
契
約
、
周
旋
に
使
用
さ
れ
る
場
所

を
含
め
た
（
四
条
二
項
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
売
春
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ

る
場
所
が
「
売
春
を
行
う
場
所
」
と
さ
れ
、
「
売
春
」
の
定
義
と
あ

わ
せ
る
と
、
「
対
償
を
伴
う
性
交
」
す
べ
て
が
「
売
春
」
と
さ
れ
た
。

　
第
三
は
、
新
た
に
子
ど
も
買
春
者
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
た
こ
と
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料資

で
あ
る
。
一
五
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
買
春
者
は
、
～

年
以
上
三
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
二
万
バ
ー
ツ
以
上
六
万
バ
ー
ツ
以

下
の
罰
金
（
八
条
一
項
）
、
一
五
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
す
る
買
春

者
は
、
二
年
以
上
六
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
四
万
バ
ー
ツ
以
上
一
〇

万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
（
二
項
）
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
第
四
は
、
親
に
対
す
る
罰
則
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
八
歳

未
満
の
子
ど
も
の
両
親
ま
た
は
後
見
人
が
、
九
条
の
各
犯
罪
（
周
旋
、

誘
因
、
取
引
）
の
実
行
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
犯
罪
行
為
を
他
の
犯

罪
者
と
共
謀
し
た
場
合
は
、
四
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ

官
選
バ
ー
ツ
以
上
四
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
（
一
〇
条
）

と
規
定
し
た
。

　
第
五
に
、
売
春
者
に
対
す
る
罰
則
規
定
を
廃
止
し
、
売
春
者
の
社

会
復
帰
に
つ
い
て
、
N
G
O
の
参
加
を
法
文
上
明
ら
か
に
し
た
（
一

四
条
）
。
保
護
と
職
業
訓
練
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
者
は
、
二
年

以
内
の
期
間
、
施
設
に
滞
在
し
、
保
護
と
職
業
訓
練
を
提
供
さ
れ
る

（
三
七
条
）
Q

　
本
資
料
は
、
官
報
】
＝
二
巻
五
四
A
に
掲
載
さ
れ
た
　
九
九
六
年

売
春
防
止
・
禁
止
法
を
タ
イ
語
よ
り
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳

に
あ
た
っ
て
は
、
F
A
C
E
（
筈
Φ
O
o
巴
一
甑
8
8
霊
ひ
q
耳
〉
ひ
q
巴
ロ
馨

〇
三
δ
じ
弓
×
覧
。
詳
①
鉱
。
旨
）
代
表
の
≦
．
磐
。
げ
巴
菌
。
ε
鋤
轟
く
O
p
ひ
q
氏
の

英
訳
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
比
較
資
料
と
し
て
、
旧
法
（
一
九
六

〇
年
売
春
禁
止
法
）
も
あ
わ
せ
て
掲
載
し
た
。

〔
付
記
〕

　
脱
稿
後
、
山
田
敏
之
「
売
春
防
止
及
び
取
締
法
（
タ
イ
）
」
（
『
外

国
の
立
法
』
二
〇
二
号
、
一
九
九
八
年
置
に
接
し
た
が
、
本
稿
は
改

正
内
容
を
明
確
に
す
る
た
め
に
旧
法
も
あ
わ
せ
て
掲
載
し
た
も
の
で

あ
る
。

一
九
九
六
年
売
春
防
止
・
禁
止
法

　
プ
ミ
ポ
ン
・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ
ー
ト
（
｝
W
び
信
ヨ
一
σ
O
一
〉
匹
環
一
口
自
ρ
α
①
」
）
国

王
陛
下
は
、
治
世
五
一
年
、
仏
歴
二
五
三
九
年
（
西
暦
一
九
九
六

年
）
一
〇
月
一
四
日
に
こ
れ
を
作
成
さ
れ
た
。

　
プ
ミ
ポ
ン
・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ
ー
ト
国
王
陛
下
は
、

告
知
す
る
べ
く
、
こ
れ
を
公
布
す
る
。

以
下
の
法
律
を

　
売
春
防
止
に
関
す
る
法
律
を
改
正
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
ら
、

以
下
の
と
お
り
、
こ
の
法
律
は
、
議
会
の
助
言
と
同
意
に
基
づ
い
て
、

制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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料資

　
　
　
　
　
　
一
九
九
六
年
売
春
防
止
・
禁
止
法

（
↓
9
牢
。
ω
葺
包
8
中
①
＜
Φ
＆
8
鋤
巳
ω
も
蜜
①
ω
忽
8
＞
o
辞
じ
d
・
国
』
切
ω
㊤
）

る条
0

こ
の
法
律
は
、
「
一
九
九
六
年
売
春
防
止
・
禁
止
法
」
と
称
す

二
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
〇
日
を
経
過
し

　
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
条
　
一
九
六
〇
年
売
春
禁
止
法
は
廃
止
さ
れ
る
。

四
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
売
春
」
（
】
℃
「
O
ω
け
一
辞
蝿
砕
一
〇
昌
）
と
は
脳

　
経
済
的
又
は
そ
の
他
の
利
益
を
得
る
た
め
に
、
み
だ
り
に
、
他
人

　
と
性
交
ま
た
は
そ
の
他
の
行
為
を
な
す
こ
と
を
受
諾
し
、
も
し
く

　
は
他
人
の
性
的
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
何
ら
か
の
行
為
を
な
す
こ

　
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
行
為
の
受
諾
者
、
行
為
者
が
同
性
で
あ

　
る
と
、
異
性
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。

　
「
売
春
を
行
う
場
所
」
（
勺
一
①
O
Φ
｛
O
「
℃
「
O
ω
齢
凶
δ
⊆
け
圃
O
口
）
と
は
、
売

春
の
た
め
に
設
置
さ
れ
、
も
し
く
は
売
春
に
使
用
し
う
る
場
所
ま

た
は
家
屋
を
い
う
。
売
春
の
契
約
、
周
旋
に
使
用
さ
れ
る
場
所
ま

た
は
家
屋
を
含
む
。

　
「
一
時
保
護
施
設
」
（
℃
隊
ヨ
鋤
蔓
ω
げ
色
8
戦
）
と
は
、
こ
の
法
律

に
従
い
、
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
を
一
時
的
に
受
け
入
れ

て
、
個
々
人
に
応
じ
た
保
護
と
職
業
訓
練
の
適
切
な
方
法
を
考
察

す
る
た
め
に
、
政
府
、
財
団
（
8
ロ
民
餌
口
8
ω
）
、
社
団
（
鋤
ω
ω
o
o
一
①
－

　
　
　
　
　
　
　
　
削
九
六
〇
年
売
春
禁
止
法

（
↓
冨
牢
。
ω
葺
師
鉱
○
鯵
ω
ロ
℃
℃
「
①
ω
ω
凶
。
コ
＞
9
b
d
．
国
』
8
ω
）

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
「
一
九
六
〇
年
売
春
禁
止
法
」
と
称
す
る
。

二
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
〇
日
を
経
過
し

　
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
条
　
一
九
〇
八
年
性
病
管
理
法
は
廃
止
さ
れ
る
。

四
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
売
春
」
と
は
、
経
済
的
利
益
を
得

　
る
た
め
に
、
み
だ
り
に
、
性
交
ま
た
は
そ
の
他
の
行
為
を
な
す
こ

　
と
を
受
諾
し
、
も
し
く
は
他
人
の
性
的
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
何

　
ら
か
の
行
為
を
な
す
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
行
為
の
受
諾

者
、
行
為
者
が
同
性
で
あ
る
と
、
異
性
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。

　
「
売
春
を
行
う
場
所
」
と
は
、
売
春
に
従
事
す
る
者
を
お
い
て
、

他
人
に
売
春
さ
せ
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
い

う
。　

「
サ
ー
ビ
ス
提
供
施
設
」
と
は
、
休
憩
又
は
滞
在
す
る
場
所
、
食

事
や
飲
み
物
を
給
仕
す
る
場
所
、
娯
楽
や
快
適
さ
を
提
供
す
る
場

所
と
し
て
供
さ
れ
、
賃
金
を
得
て
経
済
活
動
を
行
う
場
所
を
い

う
。
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鉱
。
霧
）
ま
た
は
そ
の
他
の
施
設
（
一
コ
ω
葺
暮
Φ
ω
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

場
所
を
い
う
。

　
「
保
護
と
職
業
訓
練
の
場
所
」
（
鷺
○
審
。
江
○
口
　
鋤
＆
＜
o
。
甲

江
○
コ
巴
∪
①
＜
Φ
一
〇
℃
ヨ
①
導
℃
貯
。
①
）
と
は
、
こ
の
法
律
に
従
い
、
保

護
の
福
祉
的
な
観
点
と
職
業
訓
練
に
よ
り
、
保
護
と
職
業
訓
練
を

受
け
る
者
の
改
善
の
た
め
、
政
府
、
財
団
ま
た
は
社
団
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
場
所
を
い
う
。

　
「
保
護
と
職
業
訓
練
」
（
牢
0
8
。
鉱
。
コ
　
鋤
＆
　
＜
O
o
。
。
鉱
。
コ
巴

U
Φ
＜
Φ
δ
℃
旨
①
暮
）
と
は
、
生
活
環
境
の
向
上
を
含
め
、
心
理
学

的
な
リ
ハ
ビ
リ
、
医
学
的
治
療
、
職
業
技
術
の
訓
練
と
開
発
を
い

う
。　

「
委
員
会
」
（
O
o
ヨ
邑
簿
Φ
Φ
）
と
は
、
保
護
と
職
業
訓
練
委
員

会
、
も
し
く
は
場
合
に
応
じ
て
、
保
護
と
職
業
訓
練
県
委
員
会
を

い
う
。

　
「
委
員
」
（
○
塗
α
巴
）
と
は
、
こ
の
法
律
に
従
い
、
大
臣
に
よ

り
、
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
を
い
う
。

　
「
長
官
」

を
い
う
。

θ
一
お
。
8
同
○
①
コ
Φ
鎚
一
）
と
は
、
公
共
福
祉
省
の
長
官

　
「
大
臣
」
（
ζ
一
ゴ
「
圃
ω
什
①
憎
）

る
大
臣
を
い
う
。

と
は
、
こ
の
法
律
の
実
行
責
任
者
で
あ

　
「
更
生
施
設
」

施
設
を
い
う
。

と
は
、
こ
の
法
律
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
更
生

　
「
福
祉
を
受
け
る
者
」
と
は
、
長
官
が
命
令
し
て
、
更
生
施
設

に
お
い
て
治
療
を
受
け
、
か
つ
、
ま
た
は
職
業
訓
練
を
受
け
る
よ

う
に
送
致
さ
れ
た
者
を
い
う
。

「
長
官
」
と
は
、
公
共
福
祉
省
の
長
官
を
い
う
。

　
「
大
臣
」
と
は
、

臣
を
い
う
。

こ
の
法
律
の
実
行
の
監
督
責
任
者
で
あ
る
大

65　（3－4　●198）　936



料資

五
条
　
売
春
す
る
目
的
で
、
路
上
、
公
共
の
場
所
、
も
し
く
は
そ
の

　
他
の
場
所
で
、
他
人
に
接
近
、
勧
誘
、
客
待
ち
、
人
の
後
を
追
っ

　
た
り
、
付
き
ま
と
い
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
行
為
が
公
然
か
つ
蓋
恥

　
心
な
く
行
わ
れ
、
公
共
の
平
穏
を
妨
害
し
た
者
は
、
一
〇
〇
〇

　
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

六
条
　
（
1
）
自
己
又
は
他
人
の
売
春
行
為
に
よ
り
利
益
を
得
る
た

　
　
め
に
売
春
を
行
う
場
所
に
集
合
し
た
場
合
は
、
一
ヶ
月
以
下
の

　
　
懲
役
又
は
一
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
そ
の
併
科

　
　
に
処
す
。

　
（
2
）
　
他
人
に
強
制
さ
れ
、
も
し
く
は
他
人
の
影
響
下
に
あ
り
、

　
　
か
つ
拒
否
し
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
　
い
。

七
条
　
自
己
又
は
他
人
に
売
春
さ
せ
る
目
的
で
勧
誘
、
ま
た
は
契
約

　
す
る
た
め
に
、
公
然
と
、
文
書
又
は
印
刷
物
、
そ
の
他
の
手
段
に

　
よ
り
広
告
を
出
し
、
又
は
広
告
を
出
す
こ
と
を
承
諾
し
、
勧
誘
又

　
は
紹
介
、
情
報
を
流
し
た
者
は
、
六
月
以
上
二
年
以
下
の
懲
役
又

　
は
一
万
バ
ー
ツ
以
上
四
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
そ
の
併

　
科
に
処
す
。

八
条
　
（
1
）
　
自
己
又
は
第
三
者
の
性
的
満
足
の
た
め
、
一
五
歳
以

　
　
上
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
売
春
を
行
う
場
所
で
、
性
交
そ

　
　
の
他
の
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
相
手
方
の
同
意
の
有
無
に
関
わ

五
条
　
売
春
を
行
う
た
め
に
、
以
下
に
示
す
者
は
、
三
月
以
下
の
懲

併
科
に
処
す
。

　
一
、
路
上
、
公
共
の
場
所
、
も
し
く
は
そ
の
他
の
場
所
で
、
他
人

　
　
に
接
近
、
勧
誘
、
客
待
ち
、
人
の
後
を
追
っ
た
り
、
付
き
ま
と

　
　
い
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
行
為
が
公
然
勝
つ
差
恥
心
な
く
犯
さ

　
　
れ
、
公
共
の
平
穏
を
妨
害
し
た
場
合

　
二
、
売
春
す
る
目
的
で
、
勧
誘
、
ま
た
は
契
約
す
る
た
め
に
、
路

　
　
上
や
公
共
の
場
所
、
建
物
に
お
い
て
、
う
ろ
つ
い
た
り
、
待
つ

　
　
場
合
。

　
三
、
売
春
を
行
う
場
所
に
集
合
し
た
場
合
。
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料資

　
ら
ず
、
一
年
以
上
三
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
二
万
バ
ー
ツ
以
上

　
六
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

（
2
）
　
一
項
の
犯
罪
行
為
が
、
一
五
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
し
て

　
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
二
年
以
上
六
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
四

　
万
バ
ー
ツ
以
上
一
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

（
3
）
　
一
項
の
犯
罪
行
為
が
、
行
為
者
の
婚
姻
相
手
に
対
し
て
な

　
さ
れ
、
か
つ
第
三
者
の
性
的
満
足
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で

　
な
い
時
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九
条
　
（
1
）
　
売
春
行
為
を
行
う
た
め
、
他
人
を
周
旋
、
誘
引
、
取

　
　
引
し
た
者
は
、
そ
の
同
意
が
あ
っ
て
も
、
一
年
以
上
一
〇
買
控

　
　
下
の
懲
役
か
つ
二
元
バ
ー
ツ
以
上
二
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金

　
　
に
処
す
。

　
（
2
）
　
一
項
の
犯
罪
が
、
一
五
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
し

　
　
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
五
年
以
上
一
五
年
以
下
の
懲
役
か
つ

　
　
一
〇
万
バ
ー
ツ
以
上
三
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

　
（
3
）
　
一
項
の
犯
罪
行
為
が
、
一
五
歳
以
下
の
子
ど
も
に
対
し
て

　
　
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
｝
○
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
懲
役
か
つ

　
　
二
〇
万
バ
ー
ツ
以
上
四
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

　
（
4
）
　
上
記
の
犯
罪
行
為
が
、
詐
術
、
脅
迫
、
身
体
的
暴
行
、
不

　
　
道
徳
な
影
響
力
の
行
使
、
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
心
理
的
強
制

　
　
に
よ
り
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
を
三
分
の
一
十

六
条
　
売
春
を
行
う
場
所
に
お
い
て
、
売
春
行
為
を
行
っ
た
者
は
、

　
六
月
以
下
の
懲
役
、
も
し
く
は
二
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、

　
も
し
く
は
そ
の
併
科
に
処
す
。

七
条
　
同
性
の
者
に
対
し
て
売
春
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
六
月
以
下

　
の
懲
役
、
も
し
く
は
二
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
も
し
く
は

　
そ
の
併
科
に
処
す
。

八
条
　
業
と
し
て
、
他
人
の
た
め
に
売
春
行
為
を
行
う
者
を
周
旋
す

　
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰

　
金
、
ま
た
は
そ
の
併
科
に
処
す
。
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料三

重
す
る
。

（
5
）
　
売
春
行
為
を
手
配
す
る
意
図
で
、
情
を
知
り
、
上
記
の
売

春
行
為
を
行
う
た
め
、
周
旋
、
欺
岡
さ
れ
、
取
引
さ
れ
た
者
を

　
受
け
入
れ
、
又
は
行
為
の
実
行
を
援
助
、
又
は
教
唆
し
た
者
は
、

　
場
合
に
応
じ
て
上
記
の
量
刑
に
よ
る
。

馴
O
条
　
一
八
歳
未
満
の
者
の
両
親
ま
た
は
後
見
人
が
、
九
条
二
、

三
、
四
項
の
犯
罪
行
為
の
実
行
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
保
護
権
限

内
に
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
犯
罪
の
行
為
を
他
の
犯
罪
者
と
共
謀

し
た
場
合
は
、
四
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
八
万
バ
ー

ツ
以
上
四
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

一
隅
条
　
（
1
）
　
売
春
産
業
、
売
春
を
行
う
場
所
の
所
有
者
、
管
理

　
者
、
経
営
者
、
も
し
く
は
売
春
を
行
う
場
所
に
お
け
る
売
春
者

　
の
監
督
者
は
、
三
年
以
上
一
五
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
六
万

　
バ
ー
ツ
以
上
三
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

（
2
）
　
売
春
産
業
、
売
春
を
行
う
場
所
に
お
い
て
、
一
八
歳
未
満

　
の
者
に
売
春
行
為
を
さ
せ
て
い
た
場
合
に
は
、
五
年
以
上
一
五

　
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
一
〇
万
バ
ー
ツ
以
上
三
〇
万
バ
ー
ツ
以

　
下
の
罰
金
に
処
す
。

（
3
）
　
売
春
産
業
、
売
春
を
行
う
場
所
に
お
い
て
、
一
五
歳
未
満

　
の
者
に
売
春
行
為
を
さ
せ
て
い
た
場
合
に
は
、
一
〇
年
以
上
二

　
〇
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
二
〇
万
バ
ー
ツ
以
上
四
〇
万
バ
ー
ツ

　
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

＝
廟
条
　
（
1
）
　
売
春
行
為
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
に
、
拘
束
、
監
禁

九
条
　
売
春
を
行
う
場
所
の
所
有
者
、
管
理
者
、
経
営
者
は
一
年
以

　
下
の
懲
役
、
又
は
一
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
そ
の

　
併
科
に
処
す
。

一
〇
条
　
サ
ー
ビ
ス
提
供
施
設
の
所
有
者
、
管
理
者
、
経
営
者
が
、

業
と
し
て
他
人
に
売
春
行
為
を
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
は
、

六
月
以
下
の
懲
役
、
又
は
二
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
ま
た

は
そ
の
併
科
に
処
す
。
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料資

　
し
、
自
由
を
奪
う
行
為
を
な
し
、
暴
行
し
、
暴
力
行
為
な
ど
の

　
身
体
的
強
制
を
行
使
す
る
な
ど
の
手
段
に
よ
り
脅
迫
し
た
者
は
、

　
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
二
〇
万
バ
ー
ツ
以
上

　
四
〇
万
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

（
2
）
　
一
項
の
犯
罪
に
よ
り

　
一
、
重
大
な
身
体
の
障
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
終
身
刑

　
二
、
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
死
刑
も
し
く
は
無
期
懲
役

　
に
処
す
。

（
3
）
　
一
、
二
項
の
犯
罪
を
助
け
、
教
唆
し
た
者
は
、
場
合
に
よ

　
り
、
上
記
の
刑
に
よ
る
。

（
4
）
　
一
項
の
犯
罪
の
準
備
者
、
協
力
者
、
教
唆
者
が
、
行
政
事

務
官
、
警
察
官
、
国
家
公
務
員
、
も
し
く
は
一
時
保
護
施
設
ま

　
た
は
職
業
訓
練
施
設
の
職
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
五
年
以
上

　
二
〇
年
以
下
の
懲
役
、
か
つ
三
〇
万
バ
…
ツ
以
上
四
〇
万
バ
ー

　
ツ
以
下
の
罰
金
に
処
す
。

一
三
条
　
（
1
）
　
五
、
六
、
七
条
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
の
両
親
ま
た

　
は
後
見
人
が
、
保
護
権
限
内
に
あ
る
そ
の
者
の
売
春
行
為
を
共

　
謀
し
た
場
合
に
は
、
委
員
会
は
、
両
親
、
後
見
人
の
保
護
権
を

　
剥
奪
し
、
代
わ
り
の
後
見
人
を
指
名
す
る
よ
う
、
裁
判
所
へ
の

　
申
請
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
検
察
官
に
請
願
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
（
2
）
　
裁
判
所
が
、
一
項
に
従
い
、
新
し
い
後
見
人
を
指
名
し
よ

　
う
と
し
、
適
当
な
人
物
が
後
見
人
と
し
て
指
名
で
き
な
い
と
判

　
断
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
者
の
居
住
す
る
裁
判
管

　
轄
権
の
あ
る
、
一
時
保
護
施
設
ま
た
は
保
護
と
職
業
訓
練
所
の

　
代
表
者
を
、
新
し
い
後
見
人
と
し
て
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
）
　
民
商
法
典
の
後
見
人
指
名
規
定
は
、
こ
の
条
文
の
後
見
人

　
指
名
に
準
用
す
る
。
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料三

四
条
　
（
1
）
　
保
護
と
職
業
訓
練
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
］
と

称
す
る
）
を
設
置
す
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
議
長
を
、
労
働
・

　
福
祉
省
の
事
務
次
官
（
℃
霞
ヨ
⇔
昌
Φ
暮
　
ω
①
o
『
①
β
曙
　
o
｛
9
Φ

　
］
≦
巨
ω
叶
蔓
い
鋤
び
。
霞
鋤
昌
α
Q
り
o
o
圃
巴
≦
、
Φ
罵
胃
Φ
）
と
し
、
委
員
と

　
し
て
、
公
共
福
祉
省
長
官
（
∪
詫
Φ
0
8
噌
Ω
露
興
巴
o
h
℃
⊆
σ
一
一
〇

芝
Φ
罵
舘
①
O
Φ
冒
詳
ヨ
Φ
三
）
、
地
方
行
政
庁
（
い
o
o
巴
〉
α
a
巳
白

け
墨
辞
凶
8
　
0
①
℃
費
叶
ヨ
Φ
導
）
長
官
、
雇
用
庁
（
国
ヨ
亘
。
《
ヨ
①
三

　
∪
Φ
B
暮
ヨ
①
耳
）
長
官
、
社
会
発
達
省
（
O
o
ヨ
ヨ
ニ
巳
蔓
U
Φ
＜
①
学

　
8
ヨ
Φ
導
じ
8
鋤
耳
ヨ
①
耳
）
長
官
、
非
公
式
教
育
庁
（
Z
O
亭

　
h
自
ヨ
巴
国
α
⊆
8
鉱
。
跡
O
①
℃
碧
辞
ヨ
Φ
暮
）
長
官
、
伝
染
病
管
理
庁

　
（
O
o
ヨ
ヨ
ニ
三
8
三
Φ
O
一
ω
＄
ω
Φ
0
0
暮
吋
。
一
U
Φ
冨
詳
ヨ
①
耳
）
長
官
、

　
警
察
庁
（
菊
○
《
巴
↓
プ
巴
勺
呂
8
0
Φ
ロ
鋤
『
辞
ヨ
①
耳
）
長
官
、
技

　
術
開
発
庁
（
Q
D
匹
＝
∪
Φ
＜
巴
8
ヨ
Φ
暮
U
Φ
冨
「
け
ヨ
①
暮
）
長
官
、

　
総
合
教
育
省
（
Ω
①
づ
臼
巴
南
α
ロ
8
口
。
昌
U
8
餌
詳
ヨ
①
昌
け
）
長
官
、

　
職
業
訓
練
教
育
省
（
＜
o
。
鋤
二
〇
コ
巴
　
国
含
。
鋤
二
〇
p
　
U
8
鋤
「
ヴ

　
ヨ
①
昇
Y
長
官
、
初
等
教
育
委
員
会
委
員
長
（
ω
Φ
臼
①
富
蔓

　
O
①
口
9
巴
o
h
O
哺
8
①
o
h
9
①
Z
鋤
江
。
口
巴
勺
「
一
ヨ
鋤
蔓
国
α
⊆
6
甲

　
江
。
口
O
o
ヨ
巨
ω
巴
○
昌
）
、
青
年
局
（
Z
鋤
江
。
昌
巴
図
○
⊆
9

　
じ
d
霞
Φ
雲
）
局
長
、
も
し
く
は
前
述
の
大
臣
、
長
に
よ
り
指
名

　
さ
れ
た
大
臣
、
長
の
代
理
人
、
中
央
少
年
・
家
事
裁
判
所

　
（
○
Φ
暮
轟
こ
⊆
く
Φ
邑
Φ
①
＆
閃
鋤
ヨ
身
○
○
霞
辞
）
の
代
表
者
、
女

　
性
問
題
委
員
会
（
Z
鋤
鼠
。
づ
巴
O
o
ヨ
自
ω
ω
一
〇
コ
。
鵠
薯
。
ヨ
①
昌
”
ω

　
〉
内
巴
同
ω
）
の
代
表
者
、
そ
の
他
、
大
臣
に
よ
り
指
名
さ
れ
た

　
七
名
以
下
の
専
門
家
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
保
護
と
職
業
訓
練
委

　
員
会
の
長
は
委
員
会
の
事
務
局
を
兼
ね
る
も
の
と
す
る
。
議
長

　
は
事
務
補
助
と
し
て
二
名
以
下
の
人
物
を
指
名
で
き
る
。

（
2
）
　
一
項
に
従
い
、
大
臣
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
専
門
委
員
は
、

　
売
春
問
題
の
防
止
と
矯
正
に
関
わ
る
専
門
的
知
識
と
経
験
を
持

も
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丁丁

つ
も
の
と
す
る
。
専
門
委
員
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
五
名
は
、

売
春
問
題
の
防
止
と
矯
正
に
携
わ
る
非
政
府
系
機
関
に
従
事
す

る
専
門
家
か
ら
指
名
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
五
条
　
委
員
会
は
以
下
の
業
務
と
義
務
を
有
す
る
。

　
一
、
売
春
者
で
あ
っ
た
者
の
生
活
環
境
基
準
を
高
め
、
健
康
診
断

　
を
提
供
す
る
た
め
に
、
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
の
政
策
を
公
布

　
す
る
こ
と
。

二
、
売
春
の
防
止
・
禁
止
に
関
し
て
、
政
府
機
関
と
私
的
機
関
が

　
計
画
、
事
業
、
組
織
、
業
務
の
調
整
を
行
う
こ
と
。

三
、
次
期
内
閣
に
向
け
て
、
大
臣
に
対
し
、
売
春
の
防
止
・
禁
止

　
に
関
連
し
て
、
政
府
機
関
の
業
務
、
規
則
、
計
画
の
促
進
に
関

　
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
。

四
、
大
臣
に
対
し
、
委
員
の
指
名
、
一
時
保
護
施
設
及
び
保
護
と

　
職
業
訓
練
施
設
の
設
立
に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
。

五
、
大
臣
に
対
し
、
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
の
補
助
金
分
配
を
提

　
案
ず
る
こ
と
。

六
、
大
臣
に
対
し
、
二
六
条
に
よ
る
規
則
、
手
続
、
条
件
の
公
布

　
を
提
案
す
る
こ
と
。

七
、
大
臣
に
対
し
、
一
時
保
護
施
設
及
び
保
護
と
職
業
訓
練
施
設

　
の
業
務
に
関
す
る
規
則
、
規
定
、
命
令
を
公
布
す
る
こ
と
を
提

　
案
ず
る
こ
と
。

八
、
三
二
条
に
よ
る
拘
留
中
の
者
の
、
受
入
と
拘
留
に
関
す
る
規

　
則
を
公
布
す
る
こ
と
。

九
、
一
時
保
護
施
設
及
び
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
に
収
容
す
る
規

　
則
と
手
続
を
公
布
し
、
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
保
護

　
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
べ
き
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

＝
ハ
条
　
（
1
）
　
県
の
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
（
以
下
「
県
委
員
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会
」
と
い
う
）
を
設
置
す
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
議
長
と
し
て
、

県
知
事
又
は
県
知
事
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
県
知
事
の
代
理
人
、

委
員
と
し
て
、
県
の
総
務
局
（
勺
同
。
＜
ぎ
9
巴
ω
Φ
o
『
Φ
鼠
貞
団
）
、
雇

用
局
（
℃
円
。
＜
冒
9
巴
国
3
覧
。
鴇
ヨ
魯
什
）
、
警
察
局
（
勺
同
○
＜
ぎ
。
凶
巴

勺
。
一
凶
8
）
、
社
会
開
発
局
（
℃
「
o
＜
ぎ
。
巨
O
o
ヨ
ヨ
ニ
三
蔓
じ
Φ
＜
Φ
一
－

○
℃
ヨ
①
口
け
）
、
公
式
教
育
局
（
勺
同
。
＜
ぎ
息
巴
　
「
o
目
ヨ
巴
　
国
α
ロ
。
甲

け
δ
霞
）
、
総
合
教
育
局
（
℃
「
o
＜
ぎ
。
幽
巴
O
①
口
①
「
巴
　
国
匹
午

＄
こ
8
）
、
初
等
教
育
局
（
℃
8
＜
ぎ
9
巴
　
牢
凶
ヨ
碧
鴇
国
α
¢
8
－

鼠
○
雷
）
、
非
公
式
教
育
局
（
牢
。
＜
ぎ
。
巨
Z
O
亭
閃
。
『
ヨ
鋤
一
国
α
⊆
8
－

江
。
嵩
）
、
保
健
局
（
℃
「
O
＜
一
灘
6
一
鋤
一
　
山
①
動
一
こ
ρ
）
、
労
働
・
社
会
福
祉

局
（
℃
噌
O
＜
凶
づ
O
一
〇
一
ぴ
四
げ
O
⊆
『
動
昌
α
ω
O
O
一
鋤
一
ぐ
く
①
一
h
鋤
「
Φ
）
、
及
び
検

察
庁
（
勺
同
O
＜
一
】
P
O
一
鋤
一
　
勺
『
○
ω
Φ
〇
二
叶
O
「
）
の
各
長
官
又
は
そ
の
代
表

者
、
そ
の
他
、
県
知
事
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
七
名
以
下
の
専
門

家
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
公
共
福
祉
局
を
、
こ
の
委
員
会
の
事
務

　
局
と
す
る
。

（
2
）
　
一
項
に
従
い
、
県
知
事
に
よ
り
指
名
さ
れ
る
専
門
委
員

　
は
、
売
春
問
題
に
関
す
る
防
止
と
矯
正
に
関
わ
る
専
門
的
知
識

　
と
経
験
を
持
つ
者
と
す
る
。
専
門
家
委
員
の
う
ち
少
な
く
と
も

　
五
名
は
、
売
春
問
題
の
防
止
と
矯
正
業
務
に
関
わ
る
非
政
府
系

機
関
に
従
事
す
る
専
門
家
と
す
る
。

漏
七
条
　
県
委
員
会
は
、
以
下
の
業
務
と
義
務
を
持
つ
。

　
一
、
情
報
面
、
資
金
面
及
び
県
に
お
け
る
売
春
の
防
止
・
禁
止
業

　
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
、
政
府
機
関
と
私
的
機
関
間
の
調
整

　
の
中
心
と
な
る
。

二
、
売
春
の
防
止
・
禁
止
の
実
施
機
能
を
促
進
し
、
補
助
す
る
こ

　
と
。
三
、
委
員
会
に
対
し
、
県
に
お
け
る
売
春
の
防
止
・
禁
止
に
関
し
、

　
規
定
、
規
則
、
法
令
の
改
正
、
修
正
、
公
布
に
関
す
る
提
案
を
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す
る
こ
と
。

四
、
委
員
会
に
よ
り
指
示
さ
れ
た
他
の
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。

［
八
条
　
専
門
委
員
の
任
命
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
専
門
委
員
の

任
命
期
間
が
満
期
と
な
っ
た
時
は
再
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
二
期
以
上
連
続
し
て
指
名
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
九
条
　
一
八
条
の
任
命
期
間
の
満
期
終
了
を
除
き
、
専
門
委
員
の

任
命
期
間
の
終
了
は
以
下
の
事
由
に
よ
る
。

　
一
、
死
亡

二
、
辞
任

三
、
専
門
家
委
員
の
指
名
権
限
の
あ
る
大
臣
に
よ
る
解
任
、
も
し

　
く
は
場
合
に
応
じ
て
、
県
知
事
に
よ
る
解
任

四
、
無
能
力
者
、
も
し
く
は
準
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と

五
、
裁
判
の
最
終
審
に
お
い
て
、
懲
役
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
場

　
合
。
た
だ
し
、
過
失
も
し
く
は
微
罪
に
対
し
て
な
さ
れ
た
判
決

　
を
の
ぞ
く
。

二
〇
条
　
（
1
）
　
専
門
委
員
の
任
命
期
間
が
、
満
期
以
前
に
終
了

　
　
し
、
新
し
い
委
員
が
代
わ
っ
て
指
名
さ
れ
た
場
合
に
は
、
新
委

　
　
員
の
任
命
期
間
は
、
前
委
員
の
残
余
期
間
と
等
し
い
も
の
と
す

　
　
る
。

　
（
2
）
　
追
加
専
門
家
委
員
が
、
他
の
専
門
委
員
の
任
命
期
間
内
に

　
　
指
名
さ
れ
た
場
合
に
は
、
新
委
員
の
任
命
期
間
は
他
の
委
員
の

　
　
残
余
期
間
と
等
し
い
も
の
と
す
る
。

二
一
条
　
専
門
委
員
の
任
命
期
間
が
終
了
し
、
新
し
い
専
門
委
員
が

　
指
名
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
期
間
の
終
了
し
た
委
員
は
、
新
し
い

委
員
が
指
名
さ
れ
る
ま
で
、
一
時
的
に
専
門
家
委
員
の
業
務
と
義
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務
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。

二
二
条
　
（
1
）
委
員
会
又
は
県
委
員
会
の
会
議
の
定
数
は
、
全
委

　
　
員
数
の
三
分
の
一
以
上
と
す
る
。
議
長
が
出
席
し
な
い
場
合
に

　
　
は
、
会
議
の
委
員
は
一
人
の
委
員
を
会
議
の
議
長
と
し
て
選
出

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
2
）
　
会
議
の
決
定
は
一
人
一
票
の
多
数
決
に
よ
る
。
同
票
の
場

　
　
合
は
、
議
長
は
決
定
票
と
し
て
、
別
に
投
票
権
を
有
す
る
。
あ

　
　
ら
ゆ
る
議
題
に
関
し
、
個
人
的
な
利
害
関
係
の
あ
る
委
員
は
そ

　
　
の
議
題
に
関
し
投
票
権
を
持
た
な
い
。

二
三
条
委
員
会
又
は
県
委
員
会
は
、
委
員
会
又
は
県
委
員
会
に
よ

　
り
指
示
さ
れ
た
業
務
を
審
査
、
遂
行
す
る
た
め
、
副
委
員
会
を
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
二
条
は
、
副
委
員
会
の
会
議
に
も
準

　
用
す
る
。

二
四
条
　
こ
の
法
律
に
従
っ
て
義
務
を
遂
行
す
る
場
合
に
、
委
員

会
、
県
委
員
会
、
又
は
委
員
会
、
県
委
員
会
に
よ
り
指
名
さ
れ
た

　
副
委
員
会
は
、
審
査
に
供
す
る
た
め
、
必
要
な
際
に
は
、
第
三
者

　
に
対
し
、
文
書
又
は
資
料
を
提
出
す
る
よ
う
、
命
令
書
を
発
行
す

　
る
権
限
を
持
つ
。

二
五
条
　
保
護
と
職
業
訓
練
委
員
会
の
事
務
所
は
、
労
働
・
社
会
福

祉
省
公
共
福
祉
局
内
に
設
置
す
る
。
保
護
と
職
業
訓
練
委
員
会
の

　
事
務
所
は
、
以
下
の
業
務
と
義
務
を
持
つ
。

　
一
、
委
員
会
の
あ
ら
ゆ
る
事
務
業
務

　
二
、
保
護
と
職
業
訓
練
及
び
売
春
の
防
止
・
禁
止
に
関
わ
る
業
務

　
　
に
つ
い
て
、
政
府
、
国
家
及
び
私
的
機
関
を
調
整
し
、
協
力
す

　
　
る
こ
と
。

＝
剛
条
　
福
祉
を
受
け
る
者
の
保
護
と
職
業
訓
練
の
た
め
、

祉
省
に
、
更
生
施
設
を
設
置
す
る
。

公
共
福
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三
、
職
業
訓
練
及
び
開
発
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

四
、
三
号
に
し
た
が
っ
て
、
専
門
的
職
業
を
促
進
し
、
職
業
訓
練

　
及
び
職
業
開
発
を
終
え
た
者
に
対
し
、
職
業
を
与
え
る
こ
と
。

五
、
政
府
機
関
の
政
策
、
保
護
と
職
業
訓
練
、
関
連
す
る
私
的
機

　
関
に
応
じ
た
、
分
析
、
研
究
、
業
務
遂
行
、
補
完
、
評
価
の
結

　
果
を
ま
と
め
、
委
員
会
に
対
し
解
明
さ
れ
た
結
果
を
報
告
す
る

　
こ
と
。

六
、
委
員
会
の
決
議
、
も
し
く
は
委
員
会
の
指
示
に
よ
り
、
業
務

　
を
行
う
こ
と
。

二
六
条
　
（
1
）
　
省
令
に
明
記
さ
れ
た
財
団
、
社
団
、
そ
の
他
の
組

　
　
織
が
、
こ
の
法
律
に
従
い
、
一
時
保
護
施
設
ま
た
は
保
護
と
職

　
　
業
訓
練
施
設
を
設
立
す
る
場
合
に
は
、
長
官
に
対
し
、
申
請
書

　
　
を
提
出
す
る
。

　
（
2
）
　
申
請
書
の
提
出
及
び
認
可
は
、
省
令
に
明
記
さ
れ
た
規

　
　
則
、
手
続
及
び
条
件
に
従
う
。

二
七
条
　
（
1
）
　
長
官
が
、
一
時
保
護
施
設
及
び
保
護
と
職
業
訓
練

　
　
施
設
の
設
立
許
可
を
認
可
す
る
場
合
、
長
官
は
二
八
条
の
規
定

　
　
に
記
さ
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
。

　
（
2
）
　
長
官
が
認
可
を
拒
否
し
た
場
合
、
申
請
者
は
、
そ
の
認
可

　
　
の
拒
否
文
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
大
臣
に
対

　
　
し
、
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
3
）
　
大
臣
の
決
定
に
よ
り
、
確
定
す
る
。

一
三
条
　
（
1
）
　
長
官
は
、
大
臣
が
与
え
た
権
限
を
有
す
る
。

（
2
）
　
長
官
は
、
福
祉
を
受
け
る
者
が
保
護
に
違
反
し
た
場
合
に

　
は
、
新
た
に
罰
を
科
す
権
限
を
有
す
る
。

　
　
一
、
一
回
に
つ
き
一
五
日
以
内
の
地
域
制
限

　
二
、
更
生
施
設
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
利
益
、
便
宜
を
取
消
、

　
　
又
は
削
減
す
る
こ
と
。
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二
八
条
　
（
1
）
　
長
官
は
、
官
報
へ
の
公
示
に
よ
り
、
一
時
保
護
施

　
　
設
及
び
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
の
管
轄
権
を
明
記
す
る
。

　
（
2
）
　
適
正
な
事
由
に
よ
り
、
長
官
は
、
官
報
の
発
行
に
よ
り
、

　
　
一
時
保
護
施
設
及
び
保
護
と
職
業
訓
練
所
の
管
轄
権
を
変
更
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
九
条
　
（
1
）
　
二
五
条
に
よ
り
認
可
を
与
え
ら
れ
た
財
団
、
社

　
　
団
、
そ
の
他
の
組
織
が
、
法
や
委
員
会
の
規
則
に
し
た
が
っ
て

　
　
任
務
を
遂
行
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
違
反
し
て
い
る
こ
と
が
明

　
　
白
な
場
合
に
は
、
長
官
は
、
財
団
、
社
団
、
そ
の
他
の
組
織
に

　
　
対
し
、
一
定
期
間
内
に
停
止
、
改
善
、
修
正
、
も
し
く
は
正
し

　
　
く
任
務
を
遂
行
す
る
よ
う
、
命
令
書
を
発
行
す
る
権
限
を
持

　
　
つ
。

　
（
2
）
　
財
団
、
社
団
、
そ
の
他
の
組
織
が
、
合
理
的
な
理
由
も
な

　
　
く
、
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
り
、
前
項
の
期
限
内
に
応
じ
な

　
　
か
っ
た
場
合
に
は
、
長
官
は
、
委
員
に
対
し
、
代
わ
っ
て
命
令

　
　
を
果
た
す
よ
う
命
令
す
る
権
限
を
持
つ
。
財
団
、
社
団
、
そ
の

　
　
他
の
組
織
は
、
そ
の
費
用
を
支
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
3
）
　
二
項
の
費
用
は
、
長
官
が
明
記
す
る
、
必
要
か
つ
適
正
な

　
　
金
額
を
含
む
。

　
（
4
）
　
委
員
が
、
二
項
の
行
為
を
な
す
べ
き
で
な
い
、
そ
の
行
為

　
　
を
な
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
財
団
、
社
団
、
そ
の
他
の
組
織
は

　
　
活
動
を
継
続
で
き
な
い
、
も
し
く
は
活
動
の
継
続
を
認
め
た
場

　
　
合
、
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
保
護
と
職
業
訓
練
を
受

　
　
け
る
者
に
弊
害
が
あ
る
、
と
考
え
る
場
合
に
は
、
委
員
は
、
長

　
　
官
に
対
し
、
認
可
の
取
り
消
し
を
求
め
る
報
告
を
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。

　
（
5
）
　
法
律
や
委
員
会
の
規
則
に
違
反
し
た
り
、
応
じ
な
い
こ
と

　
　
が
、
長
官
が
一
項
、
二
項
に
よ
る
命
令
で
は
適
正
で
な
い
と
判
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断
さ
れ
る
よ
う
な
、
重
大
な
犯
罪
に
当
た
る
場
合
、

可
を
取
消
す
命
令
書
を
発
行
す
る
権
限
を
持
つ
。

長
官
は
認

三
〇
条
　
（
1
）
　
二
六
条
に
し
た
が
っ
て
認
可
を
与
え
ら
れ
、
そ
の

　
　
後
二
九
条
に
よ
っ
て
認
可
を
取
消
さ
れ
た
財
団
、
社
団
、
そ
の

　
　
他
の
組
織
は
、
取
消
命
令
に
記
さ
れ
た
日
よ
り
一
五
日
以
内

　
　
に
、
大
臣
に
対
し
、
命
令
の
取
消
を
求
め
る
文
書
を
提
出
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。
大
臣
の
決
定
が
出
る
ま
で
、
財
団
、
社
団
、

　
　
そ
の
他
の
組
織
は
、
そ
の
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
2
）
大
臣
の
決
定
に
よ
り
、
確
定
す
る
。

三
［
条
　
（
1
）
　
大
臣
が
、
二
六
条
に
従
い
許
可
を
取
消
す
よ
う
最

　
　
終
決
定
す
る
場
合
に
は
、
委
員
は
、
長
官
の
許
可
を
持
っ
て
、

　
　
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
を
、
別
の
一
時
保
護
施
設
ま
た

　
　
は
保
護
と
職
業
訓
練
所
に
送
る
。

　
（
2
）
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
を
、
他
の
財
団
、
社
団
、

　
　
そ
の
他
の
組
織
の
一
時
保
護
施
設
、
も
し
く
は
保
護
と
職
業
訓

　
　
練
所
に
送
る
場
合
に
は
、
そ
の
財
団
、
社
団
、
組
織
の
同
意
を

　
　
要
す
る
。

三
二
条
　
五
、
六
条
の
犯
罪
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
被
疑
者
、
被
告
人

　
が
、
取
調
官
に
よ
る
捜
査
、
取
調
べ
の
問
、
も
し
く
は
公
判
の

　
間
、
拘
禁
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
被
疑
者
、
被
告
人
は
、

　
治
安
判
事
裁
判
所
の
刑
事
訴
訟
法
に
よ
り
、
拘
禁
さ
れ
る
。
被
疑

　
者
、
被
告
人
は
、
他
の
被
疑
者
、
被
告
人
と
は
分
離
さ
れ
て
拘
禁

　
さ
れ
、
も
し
く
は
公
共
福
祉
省
は
、
委
員
会
が
定
め
た
規
則
に
従

　
い
、
そ
の
被
疑
者
、
被
告
人
の
引
き
受
け
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
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三
三
条
　
（
1
）
　
五
、
六
条
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
、
一
八
歳
未
満

　
　
で
、
か
つ
懲
役
に
あ
た
る
別
の
事
件
で
起
訴
、
ま
た
は
公
判

　
　
中
、
も
し
く
は
懲
役
の
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、

　
　
調
査
官
は
、
判
決
の
言
い
渡
し
後
、
管
轄
権
の
あ
る
一
時
保
護

　
　
施
設
に
収
容
す
る
た
め
、
公
共
福
祉
省
に
連
絡
す
る
も
の
と
す

　
　
る
。

　
（
2
）
　
一
項
に
よ
り
、
一
八
歳
以
上
の
者
が
、
保
護
と
職
業
訓
練

　
　
所
に
お
い
て
、
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
よ
う
希
望
し
た
場

　
　
合
に
は
、
調
査
官
は
、
管
轄
権
の
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
収
容

　
　
す
る
た
め
、
公
共
福
祉
省
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

三
四
条
　
（
1
）
　
五
、
六
、
七
条
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
、
一
八
歳

　
　
未
満
で
、
か
つ
生
育
暦
、
素
行
、
知
能
、
教
育
、
身
体
的
・
心

　
　
理
的
健
康
状
態
、
職
業
及
び
環
境
の
調
査
後
、
裁
判
所
が
、
刑

　
　
よ
り
も
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た

　
　
場
合
に
は
、
公
共
福
祉
省
は
、
判
決
日
よ
り
一
五
日
以
内
に
管

　
　
轄
権
の
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
送
致
す
る
た
め
に
、
そ
の
者
を

　
　
引
き
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
（
2
）
　
一
項
の
場
合
、
一
八
歳
以
上
の
者
が
、
保
護
と
職
業
訓
練

　
　
施
設
で
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
、
裁
判
所

　
　
の
意
見
と
合
致
し
た
場
合
に
は
、
公
共
福
祉
省
は
、
判
決
日
よ

　
　
り
一
五
日
以
内
に
管
轄
権
の
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
送
致
す
る

　
　
よ
う
、
そ
の
者
を
引
き
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
（
3
）
　
裁
判
所
が
、
一
項
の
被
疑
者
に
対
し
、
有
罪
の
判
決
を
言

　
　
い
渡
し
、
か
つ
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
判

　
　
断
し
た
場
合
に
は
、
公
共
福
祉
省
は
、
判
決
日
よ
り
一
五
日
以

　
　
内
に
管
轄
権
の
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
送
致
す
る
よ
う
、
そ
の

　
　
者
を
引
き
受
け
る
も
の
と
す
る
。
被
疑
者
は
、
一
時
保
護
施
設

　
　
と
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
の
監
督
下
に
お
か
れ
る
。

一
一
条
　
裁
判
所
が
、
五
、
六
、
七
条
の
も
と
で
、
刑
を
軽
減
す
る

よ
う
判
決
を
下
し
た
場
合
に
、
病
気
の
た
め
介
護
が
必
要
で
、
ま

た
は
職
業
訓
練
を
受
け
る
方
が
良
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
長
官

は
、
そ
の
者
を
更
生
施
設
の
う
ち
介
護
施
設
も
し
く
は
職
業
訓
練

施
設
に
送
致
す
る
よ
う
命
令
す
る
権
限
を
持
つ
。
一
年
を
超
え
な

い
期
間
で
、
長
官
が
命
令
し
た
期
間
、
刑
を
免
除
さ
れ
る
。
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丁丁

（
4
）
　
被
疑
者
の
拘
禁
期
間
は
、
一
時
保
護
施
設
、
保
護
と
職
業

訓
練
施
設
の
管
理
に
置
か
れ
る
べ
き
日
数
の
一
部
と
し
て
算
入

　
さ
れ
な
い
。

（
5
）
　
被
疑
者
を
、
管
轄
権
の
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
送
致
す
る

際
の
規
則
と
手
続
は
、
長
官
に
よ
り
出
さ
れ
た
規
則
又
は
委
員

会
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
規
則
に
従
う
。

三
五
条
　
（
1
）
　
一
時
保
護
施
設
は
、
三
三
、
三
四
条
に
従
い
、
送

　
　
致
さ
れ
た
人
物
の
個
人
的
素
質
、
教
育
的
背
景
、
犯
罪
を
犯
し

　
　
た
要
因
及
び
適
性
テ
ス
ト
の
行
為
を
考
察
す
る
。
考
察
後
、
一

　
　
時
保
護
施
設
は
、
委
員
会
の
規
則
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
期
間

　
　
内
に
、
適
切
な
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
に
送
致
す
る
。
こ
の
期

　
　
間
は
受
け
入
れ
た
日
か
ら
六
ヶ
月
以
内
と
す
る
。

　
（
2
）
　
三
四
条
三
項
の
規
定
に
従
い
、
一
時
保
護
施
設
が
、
送
致

　
　
さ
れ
た
人
物
が
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
必
要
性
が
な
い
と

　
　
判
断
し
た
場
合
に
は
、
一
時
保
護
施
設
は
、
保
護
と
職
業
訓
練

　
　
施
設
に
送
致
し
な
い
決
定
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
は
、
委
員
会

　
　
の
規
則
に
よ
る
。

三
六
条
　
三
三
、
三
四
条
に
従
い
一
時
保
護
施
設
に
送
致
す
る
規

　
則
、
手
続
、
又
は
三
五
条
に
よ
り
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
に
お
い

　
て
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
人
物
を
送
致
す
る
際
の
規
則
、
手

　
続
は
委
員
会
の
規
則
に
準
拠
す
る
。

三
七
条
　
保
護
と
職
業
訓
練
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
者
は
、
委
員

　
会
の
規
則
に
従
い
、
施
設
が
受
け
入
れ
た
日
か
ら
二
年
以
内
の
期

　
間
、
施
設
に
滞
在
し
、
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
。

三
八
条
　
（
1
）
　
一
時
保
護
施
設
の
保
護
下
に
あ
り
、
も
し
く
は
保

一
五
条
　
福
祉
を
受
け
る
者
が
、
更
生
施
設
、
又
は
一
四
条
に
従
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護
と
職
業
訓
練
施
設
の
監
督
下
に
あ
る
者
が
、
施
設
か
ら
逃
亡

　
し
た
場
合
、
職
員
は
場
合
に
応
じ
て
、
施
設
に
引
き
戻
す
よ
う

　
そ
の
者
を
追
跡
す
る
権
限
を
持
ち
、
任
務
を
負
う
。
追
跡
に
際

　
し
、
施
設
は
警
察
に
援
助
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
　
保
護
と
職
業
訓
練
の
期
間
を
完
了
し
た
場
合
は
、
委
員
会

が
そ
う
す
べ
き
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合
を
除
き
、
職
員
は
、

　
そ
の
者
を
住
居
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

三
九
条
　
委
員
は
、
以
下
の
権
限
と
任
務
を
負
う
。

　
一
、
娯
楽
施
設
法
に
従
い
、
こ
の
法
律
の
犯
罪
行
為
を
調
査
し
、

　
　
監
視
す
る
た
め
、
い
つ
で
も
、
娯
楽
施
設
に
立
ち
入
る
こ
と
。

　
二
、
以
後
の
法
的
活
動
に
備
え
、
犯
罪
者
を
発
見
し
、
捜
査
す
る

　
　
た
め
、
売
春
を
強
制
さ
れ
、
保
護
と
職
業
訓
練
を
受
け
る
こ
と

　
　
に
同
意
す
る
被
害
者
を
、
調
査
官
の
も
と
へ
連
れ
て
く
る
こ

　
　
と
。

四
〇
条
　
委
員
会
、
副
委
員
会
の
委
員
、
こ
の
法
律
に
よ
る
委
員
は

　
全
て
、
刑
法
典
の
意
味
に
お
け
る
公
務
員
で
あ
る
。

四
一
条
　
三
九
条
の
業
務
を
遂
行
す
る
際
に
、
職
員
に
協
力
す
る
こ

　
と
に
抵
抗
し
た
り
、
拒
否
す
る
者
は
、
一
月
以
下
の
懲
役
、
も
し

　
く
は
三
〇
〇
〇
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
も
し
く
は
そ
の
併
科
に
処

　
す
。

い
、
長
官
が
、
就
職
し
生
計
を
立
て
る
こ
と
を
許
可
し
た
施
設
か

ら
逃
亡
し
た
場
合
に
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
、
又
は
一
〇
〇
〇

バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
、
又
は
そ
の
併
科
に
処
す
。

幽
四
条
　
長
官
が
、
福
祉
を
受
け
る
者
に
、
更
生
施
設
外
の
施
設
で

就
職
し
、
生
計
を
立
て
さ
せ
る
こ
と
が
、
福
祉
を
受
け
る
者
に
適

し
て
お
り
、
か
つ
利
益
で
あ
る
と
判
断
し
、
か
つ
施
設
の
責
任
者

が
身
柄
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
に
は
、
長
官
は
、

そ
の
施
設
に
お
い
て
、
就
職
し
、
生
計
を
立
て
さ
せ
る
た
め
、
身

柄
を
送
致
す
る
権
限
を
持
つ
。
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四
二
条
　
委
員
会
の
事
務
所
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
は
、

　
が
二
五
条
の
権
限
と
任
務
を
負
う
。

公
共
福
祉
省

四
三
条
　
（
1
）
　
一
九
六
〇
年
売
春
禁
止
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
り

　
　
ハ
ビ
リ
施
設
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
保
護
と
職
業
訓
練
施
設
と

　
　
な
る
。

　
（
2
）
　
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
る
日
に
、
一
九
六
〇
年
売
春
禁
止

　
　
法
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
て
い
る
者
は
、
長
官

　
　
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
の
終
了
ま
で
、
保
護
と
職
業
訓
練
を

　
　
継
続
し
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

四
四
条
　
一
九
六
〇
年
売
春
禁
止
法
に
よ
り
出
さ
れ
た
全
て
の
通

　
知
、
規
則
、
規
定
、
命
令
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
通
知
、
規
則
、

　
規
定
、
命
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
こ
の
法
に
矛
盾
し
な
い
限
り
継

　
続
し
て
効
力
を
持
つ
。

繭
六
条
　
福
祉
を
受
け
る
者
が
、
素
行
が
よ
く
、
協
力
者
又
は
補
助

者
が
い
て
、
生
計
を
立
て
直
す
に
十
分
な
収
入
を
得
る
と
証
明
さ

れ
る
た
め
に
、
将
来
売
春
行
為
を
行
う
こ
と
は
な
い
と
信
じ
る
場

合
に
は
、
長
官
は
、
福
祉
を
受
け
る
者
の
身
柄
を
、
更
生
施
設
、

又
は
一
四
条
の
就
職
し
、
生
計
を
立
て
る
こ
と
を
許
可
し
た
施
設

か
ら
、
一
一
条
の
長
官
の
命
令
以
前
に
、
出
所
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
七
条
　
（
1
）
　
長
官
が
、
県
知
事
に
対
し
、
こ
の
法
律
に
従
い
、

　
長
官
の
持
つ
権
限
を
委
任
し
た
場
合
に
は
、
県
知
事
は
、
そ
の

　
県
内
に
お
い
て
、
権
限
を
行
使
し
、
義
務
を
遂
行
す
る
も
の
と

　
す
る
。

　
（
2
）
　
委
任
は
、
官
報
に
公
示
す
る
。
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四
五
条
　
（
1
）
　
労
働
・
社
会
福
祉
省
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
実
行

　
　
を
監
督
す
る
責
務
を
負
う
。
大
臣
は
、
こ
の
法
に
記
さ
れ
た
業

　
　
務
の
遂
行
の
た
め
、
委
員
を
任
命
し
、
政
令
、
通
知
を
出
す
権

　
　
限
を
持
つ
。

　
（
2
）
　
政
令
又
は
通
知
は
、
官
報
に
載
っ
た
時
に
、
効
力
を
持

　
　
つ
。

一
八
条
　
内
務
省
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
実
現
す
る
責
務
を
負
う
。

（
平
井
佐
和
子
訳
）

料資
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